
交
通
事
故
な
ど
第
三
者
か
ら
受
け
た
け
が
や
病
気
は
、
加
入
の
健
康
保
険
へ
届
出
し
ま
し
ょ
う
！

　

改
修
後
３
か
月
以
内
に
申
告
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
に
必
要

な
書
類
な
ど
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

耐
震
改
修
を
し
た
住
宅

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
耐
震

改
修
工
事
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件

を
満
た
す
場
合
、
翌
年
度
分
の
家
屋

の
固
定
資
産
税
の
２
分
の
１
を
減
額

し
ま
す
。

▽
対
象
　

・
昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
住
宅

・
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

が
２
分
の
１
以
上

・
耐
震
改
修
に
１
戸
当
た
り
50
万
円

を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ
た
住
宅

※
減
額
対
象
床
面
積
…
１
戸
当
た
り

１
２
０
平
方
㍍
相
当
分
ま
で

※
耐
震
改
修
特
例
の
適
用
は
１
回
限

り省
エ
ネ
改
修
を
し
た
住
宅

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
一
定

の
省
エ
ネ
（
熱
損
失
防
止
）
改
修
工

事
を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満
た

す
場
合
、
１
２
０
平
方
㍍
ま
で
を
限

度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資
産

税
の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象
　
平
成
20
年
１
月
１
日
以
前

に
建
築
さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）
で
、
次
の
改
修
工
事
に

補
助
金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額

が
50
万
円
を
超
え
る
費
用
が
掛

か
っ
た
住
宅

・
窓
の
断
熱
改
修
工
事
（
必
須
）

・
床
、
天
井
か
壁
の
断
熱
改
修
工
事

※
住
宅
床
面
積
が
、
50
平
方
㍍
以
上

２
８
０
平
方
㍍
以
下

※
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

が
２
分
の
１
以
上

※
改
修
後
の
住
宅
の
床
面
積
が
50
平

方
㍍
以
上

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

を
受
け
て
い
る
期
間
は
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
特
例
の
適
用
は
同

時
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

※
省
エ
ネ
改
修
特
例
の
適
用
は
１
回

限
り

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
を
し
た

住
宅

　

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
（
居
住
安
全
）
改
修
工
事

を
し
た
住
宅
で
次
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
１
０
０
平
方
㍍
分
ま
で
を
限

度
に
翌
年
度
分
の
家
屋
の
固
定
資
産

税
の
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

▽
対
象

・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
（
廊
下

の
拡
幅
、
手
す
り
の
取
り
付
け
、

階
段
の
勾
配
の
緩
和
、
床
の
段
差

の
解
消
、
浴
室
の
改
良
、
引
き
戸

の
取
り
替
え
、
便
所
の
改
良
、
床

表
面
の
滑
り
止
め
化
）
で
、
補
助

金
な
ど
を
除
く
自
己
負
担
額
が
50

万
円
を
超
え
る
費
用
が
掛
か
っ
た

住
宅

・
新
築
さ
れ
た
日
か
ら
10
年
以
上
を

経
過
し
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除

く
）

・
併
用
住
宅
で
は
住
宅
部
分
の
面
積

が
２
分
の
１
以
上

・
次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住
す
る

既
存
の
住
宅

＊
65
歳
以
上
の
方
（
工
事
が
完
了
し

た
翌
年
の
１
月
１
日
現
在
）

＊
要
介
護
認
定
か
要
支
援
認
定
を
受

け
て
い
る
方　

＊
障
が
い
の
あ
る
方

※
住
宅
床
面
積
が
、
50
平
方
㍍
以
上

２
８
０
平
方
㍍
以
下

※
新
築
住
宅
特
例
、
耐
震
改
修
特
例

を
受
け
て
い
る
場
合
は
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
省
エ

ネ
改
修
特
例
の
適
用
は
同
時
に
受

　

交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、
第

三
者
行
為
に
よ
る
治
療
の
た
め
に
医

療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
、
原
則
加

害
者
が
そ
の
損
害
を
負
担
し
ま
す
の

で
、
健
康
保
険
証
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
（
必
要
書
類
の
提
出
を
条
件
に
、

申
出
に
よ
り
使
用
を
許
可
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）。
健
康
保
険
証
の
使

用
を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
加
入
し

て
い
る
健
康
保
険
へ
連
絡
し
、
健
康

保
険
証
の
使
用
許
可
を
得
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
際
に
提
出
が
必
要
な
書
類

を
案
内
し
ま
す
の
で
、
後
日
必
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
健
康
保
険
は
、

加
害
者
が
支
払
う
べ
き
医
療
費
を
一

時
的
に
立
て
替
え
、
提
出
さ
れ
た
必

要
書
類
に
基
づ
い
て
加
害
者
も
し
く

は
保
険
会
社
へ
請
求
し
ま
す
。

※
仕
事
中
や
通
勤
途
中
で
の
負
傷

は
、
健
康
保
険
証
を
使
う
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

※
第
三
者
行
為
に
よ
っ
て
介
護
保
険

を
利
用
す
る
場
合
も
届
出
が
必
要

で
す
。

※
必
要
書
類
を
提
出
し
な
い
場
合
や

加
害
者
と
不
利
な
示
談
な
ど
を
し

た
場
合
、
健
康
保
険
証
が
使
え
な

く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
問
合
せ
　

・
国
民
健
康
保
険
…
保
険
年
金
課
国

民
健
康
保
険
係

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
…
保
険
年

金
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

・
介
護
保
険
…
高
齢
者
支
援
課
介
護

保
険
係

　

東
京
都
下
水
道
局
で
は
、
雨
期
に

向
か
う
６
月
を
「
浸
水
対
策
強
化
月

間
」
と
定
め
、
浸
水
の
備
え
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
汚
水
管
に
雨
水
が

流
れ
込
む
と
、
道
路
上
の
マ
ン
ホ
ー

ル
や
宅
内
の
汚
水
ま
す
な
ど
か
ら
汚

水
が
あ
ふ
れ
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
宅
地
内
や
道
路
に
溜
ま
っ
た

雨
水
を
流
す
た
め
に
、
汚
水
ま
す
や

マ
ン
ホ
ー
ル
の
ふ
た
を
開
け
る
こ
と

は
や
め
ま
し
ょ
う
。
汚
水
ま
す
に
雨

水
を
流
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
詳
し

く
は
、
「
東
京
都
下
水
道
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
で
浸
水
対
策
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
「
東
京
ア
メ
ッ
シ
ュ
」

で
は
降
雨
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

管
理
課
下
水
道
係

　

梅
雨
や
台
風
の
時
期
は
、
長
雨
や

集
中
豪
雨
で
地
盤
が
ゆ
る
み
、
が
け

や
よ
う
壁
な
ど
の
崩
壊
が
起
こ
り
や

す
く
な
り
ま
す
。
特
に
、
危
な
い
が

け
や
不
完
全
な
よ
う
壁
で
覆
わ
れ
て

い
る
場
所
に
あ
る
家
や
土
地
は
、
大

梅
雨
を
前
に
危
険
な

が
け
や
家
の
ま
わ
り
の

再
点
検

　

こ
の
制
度
は
、
市
の
消
防
団
活
動

に
協
力
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
事
業

所
に
対
し
「
消
防
団
協
力
事
業
所
表

示
証
」
を
交
付
す
る
も
の
で
す
。

▽
申
請
方
法　
「
あ
き
る
野
市
消
防

団
協
力
事
業
所
認
定
申
請
書
」
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▽
認
定
基
準　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
事
業
所

・
２
人
以
上
の
従
業
員
が
消
防
団
に

入
団
し
て
い
る

・
従
業
員
の
消
防
団
活
動
に
つ
い

て
、
積
極
的
に
配
慮
し
て
い
る

・
災
害
時
な
ど
に
資
機
材
を
消
防
団

に
提
供
す
る
等
、
消
防
団
活
動
に

協
力
し
て
い
る　

な
ど

▽
そ
の
他　

認
定
期
間
内
に
限
り
、

表
示
証
を
事
業
所
に
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
画

像
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
チ
ラ
シ
、

ポ
ス
タ
ー
、
看
板
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
な
ど
の
広
告
に
使
用
で
き
ま

す
。

▽
問
合
せ　

地
域
防
災
課
防
災
係

き
な
被
害
を
受
け
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
隣
接
す
る
方
々
の
生
命
や
財
産

に
ま
で
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い

よ
う
、
日
ご
ろ
か
ら
家
の
周
り
の
安

全
を
確
か
め
、
危
な
い
石
積
や
土
留

な
ど
は
補
強
改
善
し
、
雨
水
の
排
水

を
よ
く
す
る
な
ど
し
て
、
安
全
対
策

に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
、
関

係
機
関
か
ら
改
善
な
ど
の
措
置
を
と

る
よ
う
勧
告
を
受
け
て
い
る
方
は
、

補
強
、
改
良
な
ど
の
工
事
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。
な
お
、
法
律
（
宅
地
造

成
等
規
制
法
）
で
定
め
ら
れ
た
区
域

内
で
、
一
定
の
高
さ
以
上
の
切
土
・

盛
土
を
す
る
場
合
や
、
よ
う
壁
な
ど

を
築
造
す
る
と
き
は
、
事
前
の
許
可

が
必
要
で
す
。

▽
相
談
・
問
合
せ　

都
市
計
画
課
指

導
係
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事

務
所
開
発
指
導
第
一
課
（
☎
０
４

２
・
５
４
８
・
２
０
５
１
）

　

「
東
京
消
防
庁
秋
川
消
防
署
秋
留

台
出
張
所
」
は
老
朽
化
に
よ
り
、
現

在
の
場
所
で
建
替
え
を
行
い
ま
す
。

建
替
え
を
行
う
間
は
、
平
沢
市
営
住

宅
跡
地
へ
仮
庁
舎
を
建
て
業
務
を
行

い
ま
す
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
予
定
）

・
仮
庁
舎
の
建
設
・
運
用
・
解
体
…

令
和
４
年
度
～
令
和
７
年
度

・
秋
留
台
出
張
所
の
建
替
工
事
…
令

和
４
年
度
末
～
令
和
７
年
度
初

▽
仮
庁
舎
用
地

・
所
在
…
平
沢
４
３
３

－

１

・
規
模
…
車
庫
棟
、
事
務
棟
（
２
階

建
）

・
総
延
床
面
積
…
６
０
０
平
方
㍍
以

内
・
車
両
…
３
台
（
消
防
車
２
台
、
救

急
車
１
台
）

▽
問
合
せ　

地
域
防
災
課
防
災
係

秋
川
消
防
署

　

秋
留
台
出
張
所
の
建
替
、

仮
庁
舎
の
設
置

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）。

※
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
特
例
の
適
用

は
１
回
限
り

▽
問
合
せ　

課
税
課
家
屋
資
産
税
係

あきる野市消防団協力事業所一覧表　　6月1日現在
事業所名 住　所

鈴木建築 五日市560

㈱フジワラ技建 三内259

秋川農業協同組合本店 秋川3-1-1

秋川農業協同組合東秋留支店 二宮2305

秋川農業協同組合多西支店 草花3076

秋川農業協同組合増戸支店 伊奈859-1

秋川農業協同組合五日市支店 五日市18

㈲アキオートサービス 小川東1-24-4

㈱髙木造園 小川東1-22-4

松村ダスト有限会社 舘谷251-1

東京都下水道局
東京アメッシュ

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和２年（2020年）６月１日 （6）

（以下は広告枠です）

耐
震
改
修
な
ど
を
し
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
を
減
額
し
ま
す

あ
き
る
野
市
消
防
団
協
力

事
業
所
表
示
制
度

「
浸
水
へ
の
備
え
」を

お
願
い
し
ま
す

交通事故などに
遭ったときは必ず
届出してください


